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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本騒音制御工学会（INCE/J）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 1509 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 1509-1 第 1 部：仕様 

JIS C 1509-2 第 2 部：型式評価試験 

JIS C 1509-3 第 3 部：定期試験 

 

 



 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格          JIS 
 C 1509-3：2019 
 (IEC 61672-3：2013) 

電気音響－サウンドレベルメータ（騒音計）－ 

第 3 部：定期試験 

Electroacoustics-Sound level meters-Part 3: Periodic tests 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 2 版として発行された IEC 61672-3 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，クラス 1 又はクラス 2 の時間重み付けサウンドレベルメータ，積分平均サウンドレベルメ

ータ及び積分サウンドレベルメータの定期試験の手順について規定する。この規格の目的は，全ての試験

機関が一致した方法を用いて定期試験を行うことである。 

注記 1 この規格は，特に規定がない場合，JIS C 1509-1:2017 及び JIS C 1509-2:2018 を参照する。 

注記 2 JIS C 1509-1:2005 の規定事項に適合するように設計したサウンドレベルメータの定期試験手

順は，IEC 61672-3:2006 を用いる。 

定期試験の目的は，試験が行われた環境条件下で，限定された主要な試験項目についてサウンドレベル

メータの性能が JIS C 1509-1:2017 の要求事項に適合していることをサウンドレベルメータの使用者に示

すことである。 

この規格は定期試験に必要な最小限の項目を規定する。 

この規格に規定する定期試験は，次に適用する。 

－ 製造業者が JIS C 1509-1:2017 の仕様に適合する旨を宣言しているサウンドレベルメータ 

－ 型式評価に責を負う試験機関によって JIS C 1509-2:2018 の試験手順に従って型式評価試験に合格し

たサウンドレベルメータ。ただし，合格していないサウンドレベルメータにも適用できる。 

定期試験の範囲及び試験項目の数が限定されているため，この規格に規定する全ての試験に合格しても，

型式評価試験に合格していることが示されていない場合には，サウンドレベルメータの JIS C 1509-1:2017

の要求事項に適合していると一般的に結論付けることはできない。 

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61672-3:2013，Electroacoustics－Sound level meters－Part 3: Periodic tests（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの


